
平成 27 年度『心に残る文化財子ども塾』 

～決定から実施当日までの大まかな流れ～ 

実施の決定・連絡 

○担当する職員が電話（ＦＡＸ）で実施決定の連絡をします（4/２０～２４）。 

○実施日時や学年、おおまかなテーマ・内容・体験活動等を確認します。 

○「実施決定通知書」は後日学校へお送りします（5 月中頃）。 

 

具体的な内容の相談・決定 

○電話、ｆａｘ、e-mail 等で先生と実施担当者とが連絡を取り合い、具体的な 

内容を相談のうえ決定します。 

※埋文 HP 過去の例(活動の様子)が載っているので参考にしてください。 

 

学習指導案(略案)の作成 

     ○先生が指導案(略案)を作成し、実施日 1 ヶ月～2 週間前までに、実施担 

当職員に提出してください。※埋文 HP に過去の指導案が載っています。 

             打ち合わせ会 

○担当する職員が学校にうかがって詳しいうちあわせと会場の下見をします。 

○当日使用する資料や時間配分、準備物、進行などを確認します。 

 

 

『心に残る文化財子ども塾』実施 

 

 

アンケート（児童生徒用・教職員用）提出 

○今後の事業の参考のためご協力をお願いします。 

※学習指導案や実施時の写真、アンケートは、本事業の実施報告及び広報に使用します。 

 

ご不明な点やご心配なことがありましたらお気軽にご相談ください 
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問合せ先 

島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 管理課 子ども塾担当 
 〒690-0131 島根県松江市打出町３３  Tel 0852-36-8608  Fax 0852-36-8025 

ＵＲＬ:   http://www.pref.shimane.lg.jp/maizobunkazai/ 

E メール: maibun@pref.shimane.lg.jp 
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